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「職場の健康診断実施強化月間」の実施に関する協力依頼について 
 

 

安全衛生行政の推進につきましては、平素より格段の御配慮を賜り、厚く御礼

申し上げます。 

労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号。以下「安衛法」という。）に基

づく健康診断の実施、健康診断結果についての医師の意見聴取及びその意見を

勘案した就業上の措置（以下「事後措置等」という。）の実施について、改め

て徹底するため、平成 25 年度より全国労働衛生週間準備期間である毎年９月

を「職場の健康診断実施強化月間」（以下「強化月間」という。）と位置付

け、集中的・重点的な指導を行っているところです。 

 本年度の強化月間については、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた

労働安全衛生法等に基づく健康診断の実施等に係る対応も踏まえて、下記のと

おり強化月間の取組を実施することとしておりますので、趣旨をご理解の上、別

添１から別添８のリーフレット等を活用する等、傘下の団体、会員事業場等に対

する周知等について、特段の御配慮をお願いいたします。 

 

記 
 
１ 重点事項 

（１）健康診断及び事後措置等の実施の徹底 

（２）健康診断結果の記録の保存の徹底 

（３）一般健康診断結果に基づく必要な労働者に対する医師又は保健師による

保健指導の実施 

（４）新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた安衛法等に基づく健康診断

の実施に係る対応 

（５）高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57 年法律第 80 号。以下「高確

法」という。）に基づく医療保険者が行う特定健康診査・保健指導との連携 

（６）令和２年 12 月 23 日付け基発 1223 第６号「特定健康診査等の実施に関す



る協力依頼について」に基づく定期健康診断のうち特定健康診査に相当す

る項目の結果の医療保険者への提供等 

（７）健康保険法（大正 11 年法律第 70 号。以下「健保法」という。）に基づく

保健事業との連携 

（８）平成 30 年３月 29 日付け基安労発 0329 第３号「地域産業保健センター事

業の支援対象に関する取扱いについて」を踏まえた小規模事業場における

産業保健総合支援センターの地域窓口の活用 

 

２ 取組を実施する上での留意点 

（１）派遣労働者については、健康診断に関する措置義務について、派遣元・派

遣先の役割分担がなされているため、以下の事項に留意していただきたい

こと。 

ア 派遣元事業場による一般健康診断、派遣先事業場による特殊健康診断の

実施状況を確認すること。 

イ 派遣元事業場においては一般健康診断及び特殊健康診断結果の記録の

保存、派遣先事業場においては特殊健康診断結果の記録の保存状況を確認

すること。 

ウ 派遣労働者に対する一般健康診断の事後措置等の実施については、派遣

元事業場にその義務が課せられているが、派遣先事業場でなければ実施で

きない事項等もあり、派遣元事業場と派遣先事業場との十分な連携が必要

であることから、両事業場の連携が十分でない事案を把握した場合は、十

分に連絡調整を行う必要があること。 

（２）１の（４）について、健康診断実施機関の予約が取れない等の事情により、

やむを得ず法定の期日までに実施することが困難な場合には、可能な限り

早期に実施できるよう計画を立て、当該計画に基づき実施していただきた

いこと。 

また、健康診断を実施する際には、いわゆる“三つの密”を避けて十分な

感染防止対策を講じた健康診断実施機関において実施する必要があること

などについて、併せて周知を行っていただきたいこと。 

また、別添１のリーフレットの活用等により、労働者に対して、労働者は

健康診断の受診義務があることを周知していただきたいこと。 

併せて、管内外国人労働者を雇用する事業者等に対して、一般定期健康診

断の問診票の外国語版（英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、

インドネシア語、ベトナム語、タガログ語、タイ語、ネパール語、クメール

語、ミャンマー語、モンゴル語）（※１）の周知を行っていただきたいこと。 

（３）１の（５）及び（６）については、事業者が高確法に基づいて安衛法に基

づく定期健康診断結果を求めた保険者に対して、当該結果のうち特定健康

診査に相当する項目を提供しなければならないことを知らないこと等によ

り、中小企業等における取組が進んでいないといった指摘がある。医療保険

者への健康診断の結果の情報提供により、コラボヘルス等が推進され、労働

者の健康保持増進につながることから、令和２年 12 月 23 日付け基発 1223

第６号「特定健康診査等の実施に関する協力依頼について」に基づき、高確



法に基づく定期健康診断のうち特定健康診査に相当する項目の結果の提供

の義務について、別添２のリーフレットの活用等により、改めて周知を行っ

ていただきたいこと。 

（４）１の（７）については、令和３年６月 11 日に健保法が改正され、令和４

年１月より、特定健康診査の対象とならない 40 歳未満の労働者の定期健康

診断結果についても、保険者から求められた場合の提供が事業者に義務付

けられたところであり、別添２のリーフレットを用いて、併せて周知を行っ

ていただきたいこと。 

（５）１の（８）については、産業保健総合支援センターの地域窓口（地域産業

保健センター）において、産業医の選任義務のない小規模事業場を対象とし

て、健康診断結果についての医師からの意見聴取、脳・心臓疾患のリスクが

高い労働者に対する保健指導等の支援を行っていることから、小規模事業

場への指導等の際は、必要に応じて、別添３のリーフレットの活用等によ

り、その利用を勧奨していただくこと。 

（６）安衛法に基づく各種健康診断の結果報告については、電子申請の利用が可

能であることから、別添４のリーフレットの活用等により、その利用を勧奨

していただきたいこと。 

 

３ 健康診断以外の産業保健に関する取組の周知・啓発 

事業場における産業保健の推進を図るため、重点事項と併せて、以下の取組

についても周知・啓発を行っていただきたいこと。 

（１）ストレスチェックの確実な実施と集団分析結果の活用による職場環境改

善の推進 

（２）「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」（昭和 63 年健康

保持増進のための指針公示第１号、令和４年３月 31 日最終改正）に基づく

取組の推進 

ア 地域資源の活用については、「地域・職域連携推進ガイドライン」（平

成 17 年３月策定、令和元年９月改訂）に基づく取組 

イ 運動の習慣化等による健康保持増進については、スポーツ庁のリーフレ

ット等（※２）を活用した「体力つくり強調月間」（毎年 10 月１日～31

日）、スポーツの日（10 月 10 日）及び「Sport in Life コンソーシアム」

の周知啓発 

（３）職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策の実施 

ア 「取組の５つのポイント」（※３）を用いた取組状況の確認 

イ 実践例を盛り込んだリーフレット（※４）や「職場における新型コロナ

ウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」（※５）等を活

用した取組 

ウ 「職場における新型コロナウイルス感染症対策のための業種・業態別マ

ニュアル」（※６）に基づく取組 

（４）職場における感染症に関する理解と取組の促進 

ア 「肝炎対策の推進に関する基本的な指針」（平成 23 年５月 16 日策定、

令和４年３月７日改訂）に基づく職域での検査機会の確保等 



イ 「職場におけるエイズ問題に関するガイドライン」（平成７年２月 20 日

策定、平成 22 年４月 30 日改訂）に基づく取組 

ウ 令和４年４月 20 日付け基安労発 0420 第１号「従業員に対する風しん 

の抗体検査の機会の提供について（協力依頼）」等に基づく抗体検査の機

会の提供等 

（５）職場におけるがん検診の推進 

ア 健康診断実施時に、事業者や健康診断実施機関等から、がん検診の受診 
勧奨（※７） 

イ 特に、女性従業員に対し、子宮頸がん検診や婦人科等の定期受診促進に 
ついて、別添５のリーフレットを活用し、周知 

ウ 「職域におけるがん検診に関するマニュアル」（平成 30 年３月策定） 
を参考にしたがん検診の実施 

  エ 別添６のリーフレットを活用し、がん対策推進企業アクションの周知 
（６）更年期障害に関する理解の促進 

ア 別添７のリーフレットを活用し、産業保健総合支援センターにおける人 

事労務担当者・産業保健スタッフ向けの女性の健康課題に関する専門的研 

修の周知 

イ ｅ‐ヘルスネットや企業や働く女性向けに健康管理に関する情報を提

供している「働く女性の健康応援サイト」の活用 

（７）眼科検診等の実施の推進 

ア アイフレイルチェックリスト（※８）や５つのチェックツール(※９)を 

活用した眼のセルフチェックの推進 

イ 転倒等の労働災害の原因ともなっている緑内障等の眼科疾患を予防し、 

早期に発見するための 40 歳以上の従業員に対する眼科検診（※10）の実

施について、別添８のリーフレットを活用し周知を依頼 

 
 
（※１)「一般定期健康診断の問診票の外国語版」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouk

ijun/gyousei/anzen/index.html 
（※２）体力つくり国民運動（「体力つくり強調月間及びスポーツの日」ポス 

ター等） 

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop05/list/1377272.h

tm 

Sport in Life プロジェクト https://sportinlife.go.jp/ 

（※３）「～取組の５つのポイント～を確認しましょう！」 
 https://www.mhlw.go.jp/content/000805544.pdf 

（※４）「職場における感染防止対策の実践例」 
 https://www.mhlw.go.jp/content/000805545.pdf 

（※５）「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェ

ックリスト」 
 https://www.mhlw.go.jp/content/000805575.pdf 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouk
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop05/list/1377272.h
https://sportinlife.go.jp/
https://www.mhlw.go.jp/content/000805544.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000805545.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000805575.pdf


（※６）職場における新型コロナウイルス感染症対策のための業種・業態別マニ

ュアル 
 オフィス      https://www.mhlw.go.jp/content/000786023.pdf 

 製造業       https://www.mhlw.go.jp/content/000786024.pdf 

 建設業       https://www.mhlw.go.jp/content/000786025.pdf 

 接客業       https://www.mhlw.go.jp/content/000786045.pdf 

 運輸業（旅客輸送） https://www.mhlw.go.jp/content/000786046.pdf 

 運送・配送サービス業 https://www.mhlw.go.jp/content/000786203.pdf 

（※７）がん検診普及啓発ポスター 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000126978.html 

（※８）アイフレイルチェックリスト 

 https://www.eye-frail.jp/checklist/ 

（※９）５つのチェックツール： 

 https://www.eye-frail.jp/checklist/tenken/ 

（※10）眼科検診に関する情報： 

 https://www.gankaikai.or.jp/health/43/index.html 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/000786023.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000786024.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000786025.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000786045.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000786046.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000786203.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000126978.html
https://www.eye-frail.jp/checklist/
https://www.eye-frail.jp/checklist/tenken/
https://www.gankaikai.or.jp/health/43/index.html
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事業者の皆さまへ

■労働災害の防止、企業の生産性向上等のためにはコラボヘルスの推進が重要です

厚⽣労働省では、毎年９⽉を「職場の健康診断実施強化⽉間」とし、集中的・重点的に啓発を⾏って
います。事業者の皆さまは、⽉間中、労働安全衛⽣法に基づく一般定期健康診断の実施、その結果につ
いての医師の意⾒聴取、その意⾒を踏まえた就業上の措置の実施の徹底をお願いします。
令和４年度 強化⽉間の重点周知事項は、「医療保険者※１との連携」によるコラボヘルスの推進です。

9月は「職場の健康診断実施強化月間」です
- 医療保険者と連携してコラボヘルスを推進してください -

都道府県労働局・労働基準監督署

【健康保険法に基づく提供（40歳未満）】
特定健康診査の実施対象ではない40歳未満の方についても、医療保険者が事業者から健康診断の結果を⼊⼿し、保
健事業に活⽤することを可能とする改正健康保険法等が令和４年１⽉に施⾏されました。

●なお、健康診断の実施に当たっては、医療保険者への情報提供や連携を円滑に⾏
うため、厚⽣労働省HPに掲載している※３「モデル健康診断委託契約書」や「一
般健康診断標準問診票」をご活⽤ください。

※１︓協会けんぽ、健保組合、市町村国保、国保組合、共済組合等を指します。
※２︓法律に基づく第三者提供であるため、個⼈情報の保護に関する法律上、本⼈同意の取得が不要です。
※３︓「厚⽣労働省 安全衛⽣関係主要様式」で検索して出てくる厚⽣労働省HPのサイトから、「定期健康診断実

施関係」に⼊って取得して下さい。（右のQRコードで当該ページが開けます。）

資料はこちら

【⾼齢者の医療の確保に関する法律に基づく提供（40歳以上）】
特定健康診査（⽣活習慣病の予防のために⾏うメタボリックシンドロームに着⽬した健診）については、労働安全
衛⽣法に基づく一般定期健康診断を既に実施した方については、その結果を医療保険者が受領することにより、実
施を全部又は一部免除することとなっています。

■医療保険者から従業員の健康診断の結果を求められた際は提供にご協⼒ください※２

●医療保険者に健康診断の結果を提供することで、以下のことが期待されます。
①従業員は、マイナポータルを⽤いて自らの健康データを把握できるようになり、自らの健康管理
に役⽴てることができます。

②事業者は、医療保険者と連携することで、レセプトデータや保健事業の提供を受けることができ、
従業員の健康保持増進、ひいては労働災害の防止・企業の⽣産性向上等につなげられます。

⼿引き

【コラボヘルスの取組事例】
●健康保険組合提供のレセプトデータなども活⽤しながら、定期健康診断結果や⻑時間労働データ
などの分析を⾏い、事業場の保健師・看護師が課題解決のための施策（運動セミナー、メンタル
ヘルスのe-learningなど）を各部門ごとに提案することで、具体的な取組みにつなげられた。

●健康保険組合による禁煙外来費⽤の全額補助を活⽤し、喫煙率が４年間でマイナス５％となった。

⇒事業者による具体的な取組事例を「職場における心とからだの健康づくりのための
⼿引き」でご紹介しています。

＜ご参考＞
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「職場の健康診断実施強化⽉間」の実施に関する協⼒依頼につ
いて（抜粋）

令和４年８⽉25日付け基安発0825第３号

１ 重点事項
（１）健康診断及び事後措置等の実施の徹底
（２）健康診断結果の記録の保存の徹底
（３）一般健康診断結果に基づく必要な労働者に対する医師

又は保健 師による保健指導の実施
（４）新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた安衛法等

に基づく健康診断の実施に係る対応
（５）⾼齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80

号。以下「⾼確法」という。）に基づく医療保険者が⾏
う特定健康診査・保健指導との連携

（６）令和２年12⽉23日付け基発1223第６号「特定健康診
査等の実施に関する協⼒依頼について」に基づく定期健
康診断のうち特定健康診査に相当する項⽬の結果の医療
保険者への提供等

（７）健康保険法（大正11年法律第70号。以下「健保法」と
いう。）に基づく保健事業との連携

（８）平成30年３⽉29日付け基安労発0329第３号「地域産
業保健センター事業の支援対象に関する取扱いについ
て」を踏まえた小規模事業場における産業保健総合支援
センターの地域窓口の活⽤

２ 取組を実施する上での留意点
（１）派遣労働者については、健康診断に関する措置義務につ

いて、派遣元・派遣先の役割分担がなされているため、
以下の事項に留意していただきたいこと。
ア 派遣元事業場による一般健康診断、派遣先事業場によ
る特殊健康診断の実施状況を確認すること。

イ 派遣元事業場においては一般健康診断及び特殊健康診
断結果の記録の保存、派遣先事業場においては特殊健康
診断結果の記録の保存状況を確認すること。

ウ 派遣労働者に対する一般健康診断の事後措置等の実施
については、派遣元事業場にその義務が課せられている
が、派遣先事業場でなければ実施できない事項等もあ
り、派遣元事業場と派遣先事業場との十分な連携が必要
であることから、両事業場の連携が十分でない事案を把
握した場合は、十分に連絡調整を⾏う必要があること。

（２）１の（４）について、健康診断実施機関の予約が取れな
い等の事情により、やむを得ず法定の期日までに実施す
ることが困難な場合には、可能な限り早期に実施できる
よう計画を⽴て、当該計画に基づき実施していただきた
いこと。
また、健康診断を実施する際には、いわゆる“三つの密”

を避けて十分な感染防止対策を講じた健康診断実施機関
において実施する必要があることなどについて、併せて
周知を⾏っていただきたいこと。
また、別添１のリーフレットの活⽤等により、労働者に

対して、労働者は健康診断の受診義務があることを周知
していただきたいこと。
併せて、管内外国⼈労働者を雇⽤する事業者等に対し

て、一般定期健康診断の問診票の外国語版（英語、中国
語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、インドネシア
語、ベトナム語、タガログ語、タイ語、ネパール語、ク
メール語、ミャンマー語、モンゴル語）（※１）の周知
を⾏っていただきたいこと。

（３）１の（５）及び（６）については、事業者が⾼確法に基
づいて安衛法に基づく定期健康診断結果を求めた保険者
に対して、当該結果のうち特定健康診査に相当する項⽬
を提供しなければならないことを知らないこと等によ
り、中小企業等における取組が進んでいないといった指
摘がある。医療保険者への健康診断の結果の情報提供に
より、コラボヘルス等が推進され、労働者の健康保持増
進につながることから、令和２年12⽉23日付け基発
1223第６号「特定健康診査等の実施に関する協⼒依頼に
ついて」に基づき、⾼確法に基づく定期健康診断のうち
特定健康診査に相当する項⽬の結果の提供の義務につい
て、別添２のリーフレットの活⽤等により、改めて周知
を⾏っていただきたいこと。

（４）１の（７）については、令和３年６⽉11日に健保法が
改正され、令和４年１⽉より、特定健康診査の対象とな
らない40歳未満の労働者の定期健康診断結果について
も、保険者から求められた場合の提供が事業者に義務付
けられたところであり、別添２のリーフレットを⽤い
て、併せて周知を⾏っていただきたいこと。

（５）１の（８）については、産業保健総合支援センターの地
域窓口（地域産業保健センター）において、産業医の選
任義務のない小規模事業場を対象として、健康診断結果

についての医師からの意⾒聴取、脳・心臓疾患のリスク
が⾼い労働者に対する保健指導等の支援を⾏っているこ
とから、小規模事業場への指導等の際は、必要に応じ
て、別添３のリーフレットの活⽤等により、その利⽤を
勧奨していただくこと。

（６）安衛法に基づく各種健康診断の結果報告については、電
⼦申請の利⽤が可能であることから、別添４のリーフ
レットの活⽤等により、その利⽤を勧奨していただきた
いこと。

３ 健康診断以外の産業保健に関する取組の周知・啓発
事業場における産業保健の推進を図るため、重点事項と

併せて、以下の取組についても周知・啓発を⾏っていただ
きたいこと。

（１）ストレスチェックの確実な実施と集団分析結果の活⽤
による職場環境改善の推進

（２）「事業場における労働者の健康保持増進のための指
針」（昭和63年健康保持増進のための指針公⽰第１号、
令和２年３⽉31日最終改訂）に基づく取組の推進
ア 地域資源の活⽤については、「地域・職域連携推進
ガイドライン」（これからの地域・職域連携推進の在
り方に関する検討会、平成17年３⽉策定、令和元年９
⽉改訂）に基づく取組

イ 運動の習慣化等による健康保持増進については、ス
ポーツ庁のリーフレット等（※２）を活⽤した「体⼒
つくり強調⽉間」（毎年10⽉１日〜31日）、スポーツ
の日（10⽉10日）及び「Sport in Lifeコンソーシア
ム」の周知啓発

（３）職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止対
策の実施
ア 「取組の５つのポイント」（※３）を⽤いた取組状
況の確認

イ 実践例を盛り込んだリーフレット（※４）や「職場
における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する
ためのチェックリスト」（※５）等を活⽤した取組

ウ 「職場における新型コロナウイルス感染症対策のた
めの業種・業態別マニュアル」（※６）に基づく取組

（４）職場における感染症に関する理解と取組の促進
ア 「肝炎対策の推進に関する基本的な指針」（平成23
年５⽉16日策定、令和４年３⽉７日改訂）に基づく職
域での検査機会の確保等

イ 「職場におけるエイズ問題に関するガイドライン」
（平成７年２⽉20日策定、平成22年４⽉30日改訂）
に基づく取組

ウ 令和４年４⽉20日付け基安労発0420第１号「従業
員に対する風しんの抗体検査の機会の提供について
（協⼒依頼）」等に基づく抗体検査の機会の提供等

（５）職場におけるがん検診の推進
ア 健康診断実施時に、事業者や健康診断実施機関等か
ら、がん検診の受診勧奨（※７）

イ 特に、⼥性従業員に対し、⼦宮頸がん検診や婦⼈科
等の定期受診促進について、別添５のリーフレットを
活⽤し、周知

ウ 「職域におけるがん検診に関するマニュアル」（平
成30年３⽉策定）を参考にしたがん検診の実施

エ 別添６のリーフレットを活⽤し、がん対策推進企業
アクションの周知

（６）更年期障害に関する理解の促進
ア 別添７のリーフレットを活⽤し、産業保健総合支援
センターにおける⼈事労務担当者・産業保健スタッフ
向けの⼥性の健康課題に関する専門的研修の周知

イ ｅ-ヘルスネットや企業や働く⼥性向けに健康管理に
関する情報を提供している「働く⼥性の健康応援サイ
ト」の活⽤

（７）眼科検診等の実施の推進
ア アイフレイルチェックリスト（※８）や５つの
チェックツール(※９)を活⽤した眼のセルフチェック
の推進

イ 転倒等の労働災害の原因ともなっている緑内障等の
眼科疾患を予防し、早期に発⾒するための40歳以上の
従業員に対する眼科検診（※10）の実施について、別
添８のリーフレットを活⽤し周知を依頼
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通知全文
（別添１〜８のリーフレット及び※１〜10

もこちらからご覧いただけます。）



 

健康診断と事後措置等に関するご質問は、最寄りの都道府県労働局や労働基準監督署

までお問い合わせください。 
 

＜全国の労働局・労働基準監督署の連絡先はこちら＞ 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ 

koyou_roudou/roudoukijun/location.html 

～労働者 50 人未満の小規模事業場の方へ～ 

産業保健総合支援センターの地域窓口を利用していますか？ 
 

労働者数 50 人未満の小規模事業場の事業者が独自に医師を確保し、労働者に対する

保健指導、健康相談などの産業保健サービスを十分に提供することは容易ではありませ

ん。 

こういった小規模事業場の事業者とそこで働く人々が、充実した産業保健サービスを

受けられるよう、労働基準監督署管轄区域ごとに産業保健総合支援センターの地域窓口

を設けており、小規模事業場の事業者やそこで働く人々を対象として、以下の産業保健

サービスを原則として無料で提供しています。 

ご利用については、独立行政法人労働者健康安全機構、または産業保健総合支援セン

ターまでお問い合わせください。 

 

○相談対応 

・メンタルヘルスを含む労働者の健康管理についての相談 

・健康診断結果についての医師からの意見聴取 

・長時間労働者に対する面接指導 

  ○個別訪問指導（医師などによる職場巡視など） 

  ○産業保健に関する情報提供 

～派遣労働者の健康管理について～ 
 

派遣労働者の健康診断については、派遣元・派遣先それぞれの役割に応じた義務を課し

ています。特に以下の事項に留意しましょう。 

○派遣元事業者による一般健康診断の実施の徹底 

           一般健康診断及び特殊健康診断結果の記録の保存の徹底 

○派遣先事業場による特殊健康診断の実施の徹底 

           特殊健康診断結果の記録の保存の徹底 

○一般健康診断の事後措置に関する派遣元事業場及び派遣先事業場の十分な連携 

○派遣元事業者を通じた、労働者に対する健康診断結果の通知の保存の周知 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
naganoymu
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事業者、人事労務担当者の皆様、
産業医・産業看護職等の産業保健スタッフの皆様へ

全国47都道府県に設置されている産業保健総合支援センターでは、
産業保健の専門家が以下の支援に取り組んでいます。ぜひご活用ください。

月経関連疾患などライフステージに応じた女性の健康課題について正しく
理解し、働く女性に対して適切に配慮（婦人科等を受診する場合の特段の
配慮や相談しやすい職場環境の整備等）する
ことが重要です。
事業者や人事労務担当者、産業保健スタッフ
向けに研修を実施していますので、ぜひ受講
してください。

１ 女性特有の健康課題に関する研修
を実施しています

２ 職場における女性の健康に関する
ご相談に応じます

産業保健総合支援センターの保健師が中心となり、職場における女性の健
康に関するご相談に対応いたします。
より専門的なご相談については、女性健康支援
センターや不妊専門相談センターにご案内する
など、産業保健総合支援センターの保健師が連
携コーディネーターとして支援を行います。
労働者個人の方、事業者の方からのご相談を受
け付けています。

各種研修・セミナーは、各都道府県の産業保健総合支援センターの
ホームページからお申込みいただけます。

＜ ホームページのご案内 ＞

https://www.johas.go.jp/shisetsu/tabid/578/default.aspx

働く女性の健康推進に取組みましょう

- 産業保健総合支援センターをご活用ください -

https://www.johas.go.jp/shisetsu/tabid/578/default.aspx
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厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 （R４.８）

その他女性の健康支援に役立つツール

● 働く女性の健康応援サイト（厚生労働省）

● 女性の健康推進室 ヘルスケアラボ（厚生労働省研究班監修）

● 不妊予防支援パッケージ（内閣府・文部科学省・厚生労働省）

女性が健康で働くために職場で
どのようなことに取り組んだら
いいのか、様々なヒントが掲載
されています。
企業の取組事例なども紹介して
います。

生涯にわたる女性の健康を包括的に支援することを通じ、不妊予防に向
けた取り組みを推進するため、関係省庁とが連携し、不妊予防支援パッ
ケージを公表しています。

すべての女性の健康を推進する
ために、ライフステージに応じ
た心身の変化や、女性特有の病
気に関する情報、セルフチェッ
クなどについて紹介しています。

https://www.mhlw.go.jp/content/10901000/000825095.pdf

https://w-health.jp/

https://joseishugyo.mhlw.go.jp/healt
h/index.html

https://www.mhlw.go.jp/content/10901000/000825095.pdf
https://w-health.jp/
https://joseishugyo.mhlw.go.jp/healt
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